
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
九
十
八
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設

基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
二
年
五
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

令
和
二
年
四
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

第
二

先
進
医
療
ご
と
に
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

お
い
て
実
施
す
る
先
進
医
療

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

自
己
腫
瘍
・
組
織
及
び
樹
状
細
胞
を
用
い
た
活
性
化
自
己
リ
ン
パ
球
移

九

自
己
腫
瘍
・
組
織
及
び
樹
状
細
胞
を
用
い
た
活
性
化
自
己
リ
ン
パ
球
移

入
療
法

入
療
法

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

施
設
基
準

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

（
略
）

①

（
略
）

②

血
液
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
血
液
学
会
が
認
定
し
た
も

②

血
液
専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
血
液
学
会
が
認
定
し
た
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
消
化
器
病
専
門
医
（
一
般
財
団
法

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
消
化
器
病
専
門
医
（
一
般
財
団
法

人
日
本
消
化
器
病
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
呼
吸
器

人
日
本
消
化
器
病
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
呼
吸
器

専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
呼
吸
器
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を

専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
呼
吸
器
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
呼
吸
器
外
科
専
門
医
（
特
定
非
営
利
活

い
う
。
）
、
呼
吸
器
外
科
専
門
医
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本

動
法
人
日
本
胸
部
外
科
学
会
又
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
呼

胸
部
外
科
学
会
又
は
特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
呼
吸
器
外
科
学

吸
器
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
消
化
器
外
科

会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。
）
又
は
消
化
器
外
科
専
門
医
（
一

専
門
医
（
一
般
社
団
法
人
日
本
消
化
器
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も

般
社
団
法
人
日
本
消
化
器
外
科
学
会
が
認
定
し
た
も
の
を
い
う
。

の
を
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

）
で
あ
る
こ
と
。

③
・
④

（
略
）

③
・
④

（
略
）

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

十
～
二
十
一

（
略
）

十
～
二
十
一

（
略
）

二
十
二

細
胞
診
検
体
を
用
い
た
遺
伝
子
検
査

（
新
設
）

イ

対
象
と
な
る
負
傷
、
疾
病
又
は
そ
れ
ら
の
症
状

肺
が
ん

ロ

施
設
基
準

⑴

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

①

専
ら
呼
吸
器
内
科
又
は
腫
瘍
内
科
に
従
事
し
、
当
該
診
療
科
に



つ
い
て
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

②

呼
吸
器
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

③

当
該
療
養
に
つ
い
て
五
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

④

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師

と
し
て
二
十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

①

呼
吸
器
内
科
又
は
腫
瘍
内
科
を
標
榜
し
て
い
る
こ
と
。

ぼ
う

②

実
施
診
療
科
に
お
い
て
、
常
勤
の
医
師
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
名
以
上
は
呼
吸
器
専
門
医
で
あ
る
こ
と
。

③

病
理
部
門
が
設
置
さ
れ
、
病
理
医
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

④

臨
床
検
査
技
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑤

医
療
機
器
保
守
管
理
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑥

倫
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
必
要
な
場
合
に
事
前
に
開

催
す
る
こ
と
。

⑦

医
療
安
全
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑧

遺
伝
子
関
連
検
査
検
体
品
質
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
検
体

の
品
質
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

⑨

当
該
療
養
に
つ
い
て
百
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と

。


